
鳥取県沖合底びき網漁業生産体制存続事業費補助金交付要綱 

 

平成２３年３月１１日第 201100000192 号 

鳥 取 県 農 林 水 産 部 長 通 知 

平成２４年１０月２３日第 201200116256 号 

鳥 取 県 農 林 水 産 部 長 一 部 改 正 通 知 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県沖合底びき網漁業生産体制存続事業費補助金（以下「本補助

金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、意欲のある沖合底びき網漁業者へ、代船取得のためのリース料及び漁船の継続

利用のための機器整備経費等への支援を行うことで、本県の中核的な漁業である沖合底びき網漁業

の存続を図り、食のみやこ鳥取県を推進するための重要な水産資源を安定的に確保することを目的

として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭

和５１年法律第４３号）」にかかる漁業経営改善計画（以下「改善計画」という。）に基づき、次の第１

号の事業（ただし、「水産関係民間団体事業実施要領」（平成１０年４月８日付１０水漁第９４４号農林

水産事務次官依命通知。以下「国の実施要領」という。）別表１の２に規定された担い手代船取得支援

リース事業を行う場合に限る。）から第３号の事業（以下「間接補助事業」という。）を行う、別表１か

ら別表３の第２欄に掲げる者に対し、当該間接補助事業に要する同表の第３欄に掲げる経費の合計額

（別表１にあっては、国の運用通知第３の 1-2 の(1)のｲの(ｵ)の d の(c)のⅰに規定する国庫助成額を控

除した額。以下「間接補助対象経費」という。）に、同表の第４欄に定める率を乗じて得た額（１円未

満を切り捨て）以上の間接補助金を交付する同表の第５欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金

を交付する。 

（１）漁船リース経費補助事業 

（２）機器等整備経費補助事業 

（３）改良漁網導入経費補助事業 

２ 本補助金の額は、間接補助対象経費に同表の第６欄に定める率を乗じて得た額（１円未満を切り

捨て）以下とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年１２月鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業

の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条  本補助金の交付申請は、原則として、第３条第１項第１号の事業については水産課長が別に  

定める日、同条第１項第２号及び第３号の事業については事業の着手を希望する日の３０日前まで

に提出するものとする。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、前条第１項第１号の事

業については様式第１号、前条第１項第２号の事業については様式第２号、前条第１項第３号の事

業については様式第３号によるものとする。 

３ 前条第１項第１号の事業と前条第１項第２号の事業は、同一の経営体において同時に実施できな

いものとする。 



４ 前条第１項第２号の事業は、同一の経営体につき１度しか申請できないものとする。 

５ 前条第１項第３号の事業は、前条第１項第１号の事業及び前条第１項第２号の事業と同一の経営

体において同時に実施できるものとする。また、前条第１項第３号の事業は、前条第１項第１号の

事業及び前条第１項第２号の事業とは別に、１経営体につき２度まで申請できるものとする。 

６ 前条第１項第３号の事業は、補助金の交付申請、請求、受領及び報告等に関する手続きについ

て、漁業協同組合等が事業実施主体から委任を受けて一括して行うことができるものとする。 

 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第５号によるものとする。 

３ 県は、規則第６条の２の該当の有無について、必要に応じ鳥取県警察本部に照会するものとする。 

 

（間接交付の条件） 

第６条 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、第３条第１項に規定する間接    

補助金（以下単に「間接補助金」という。）を交付するときは、その交付を受ける者（以下「間接

補助事業者」という。）に対し、次の表の左欄に掲げる規則の規定（これらの規定中同表の中欄に

掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。）に準じた内容の条件

を付さなければならない。 
 

第１１条、第１２条（第４

項を除く。）、第１３条から

第１５条まで、第１６条第

２項後段、第１７条、第２

５条及び第２６条 

補助事業者等 間接補助事業者 

交付決定 間接交付の決定 

補助事業等 間接補助事業 

知事 補助事業者 

様式第３号による 補助事業者が定める 

対象事業 間接補助事業 

様式第５号による 補助事業者が定める 

補助金等及び間接県 

費補助金等 
間接補助金 

 

（着手届を要しない場合） 

第７条 規則第１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する場合以外

のすべての場合とする。 

 

（承認を要しない変更） 

第８条  規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、別表１、別表２及び別表３の第７欄に定め

るもの以外の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（間接的な変更等の承認） 

第９条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１２条の規定に準じた内容の件に基づき、

間接補助事業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ規則様式第３号による申請

書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。 

２ 第５条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 



３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第１２条第１項（同条第２項において準用

する場合を含む。）の別に定める変更等を定めるに当たっては、間接補助事業ごとに別表１、別表

２及び別表３の第７欄に定める変更並びに間接補助事業の中止及び廃止を定めてはならない。 

 

（指示等の報告） 

第１０条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１３条又は第１６条第２項後段の規定に

準じた内容の条件に基づき、間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助事業者から報告を受

けたときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

 

（実施状況の報告） 

第１１条 補助事業者は、第３条第１項第１号の事業について、９月末時点における間接補助事業の

実施状況について、様式第５号により報告書を作成し、翌月の１０日までに知事に提出しなければ

ならない。 

 

（国庫助成の中止の報告） 

第１２条 補助事業者は、第３条第１項第１号の事業について、間接補助事業者から「水産関係民間

団体事業実施要領の運用について」（平成２２年３月２６日付２１水港第２５９７号水産庁長官通

知。以下「国の運用通知」という。）第３の１－２の（１）のイの（オ）の e に規定する国からの

助成の中止が決定された旨の報告があった場合、速やかに様式第６号により知事に報告するものと

する。 

 

（実績報告の時期等） 

第１３条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、間接補助事業の完了又は間接交付の

中止若しくは廃止の日から３０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌

年度の４月２０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、第３条

第１項第１号の事業については様式第１号、第３条第１項第２号の事業については様式第２号、第

３条第１項第３号の事業については様式第３号によるものとする。 

 

（間接補助金の支払） 

第１４条 補助事業者は、本補助金の支払を受けたときは、その支払を受けた額に応じた額の間接補

助金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなければならない。 

 

（間接的な財産処分の承認） 

第１５条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第２５条第２項の規定に準じた内容の条件

に基づき、財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならな

い。 

２ 第５条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 

３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第２５条第２項ただし書の期間を定めるに

当たっては、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用

年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知事が別に定める期間）より短い期間を

定めてはならない。 

４ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第２５条第２項第４号の財産を定めるに当

たっては、次に掲げる財産を定めなければならない。ただし、当該財産以外の財産を定めることを



妨げない。 

（１）取得価格又は効用の増加価格が５００千円以上の機械及び器具 

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの 

 

（雑則） 

第１６条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産

部長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年３月１１日から施行し、平成２３年度の事業から適用する。 

附 則 

 この改正は、平成２３年８月３日から施行し、平成２３年度に係る補助事業から適用する。 

   附 則 

 この改正は、平成２４年７月４日から施行し、平成２４年度に係る補助事業から適用する。 

   附 則 

 この改正は、平成２４年１０月２３日から施行し、平成２４年度に係る補助事業から適用する。 

 

   



別表１ （第３条関係） 

漁船リース経費補助事業 

１ 間接補助事業の 

内      容 

国の実施要領別表１の２に規定された担い手代船取得支援リース事業を

行う場合、リース料の一部を助成する。 

２ 事 業 実 施 主 体 漁業協同組合 

３ 事業の対象となる 

経      費 

事業の対象となる経費は、リース契約書に記載されたリース料月額のうち、

付加料の額（リース料月額から船価リース月額を除いたもの）とする。ただ

し、次に掲げる経費は含まない。 

(1) 漁協事務費 

(2) 漁協事務費に係る消費税及び地方消費税 

４ 間 接 補 助 率 １０／１０ 

５ 間 接 交 付 主 体 市町村 

６ 補 助 率 ２／３ 

７ 重 要 な 変 更 (1) 間接補助対象経費の増額に係るもの 

(2) リース契約の変更に係るもの 
 
 
 
別表２（第３条関係） 

２ 機器等整備経費補助事業 

１ 間接補助事業の 

内      容 

現在使用中の船又は中古船を継続利用するにあたり、機器、漁具等を整

備する経費の一部を助成する。 

２ 事 業 実 施 主 体 次の条件をすべて満たす沖合底びき網漁業者 

(1) 「水産業体質強化総合対策事業実施要綱」（平成 21 年 4 月 1 日付 20

水管第 2746 号農林水産事務次官依命通知）及び「もうかる漁業創設

支援事業実施要領」（平成 21 年 4 月 1 日付 20 水管第 2906 号水産庁

長官通知）に定める地域プロジェクト協議会により実証された漁具

等を活用した改善計画を実施中の者で、改善計画策定時の年齢が満

65 歳未満である者。ただし、法人経営体については年齢要件を問わ

ない。 

(2) 過去３年間に平均 90 日以上の出漁実績があることを様式第４号に

より所属する漁業協同組合長が証明した者 

３ 事業の対象となる 

経      費 

改善計画の内容に沿った、次の(1)から(3)に掲げる経費から、補助対象

事業に伴う消費税及び地方消費税、その他収入を差し引いた額。 
 

内   容 補助対象経費上限額 

(1) 漁業用省エネ機関の購入経費 ５０，０００千円 

(2) 漁船用機器の購入経費 ２０，０００千円 

(3) 漁具等の購入経費 ２０，０００千円 
 
＊上記のうち、(2)及び(3)は組み合わせて利用できるものとするが、

(1)は(2)、(3)いずれとも組み合わせて利用できないものとする。 

＊県内事業者が施工を行ったものに限る。ただし、やむを得ない事情で

県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでは

ない。） 

４ 間 接 補 助 率 １／２ 

５ 間 接 交 付 主 体 市町村 

６ 補 助 率 １／３ 

７ 重 要 な 変 更 (1) 間接補助対象経費の増額に係るもの 

(2) 機器又は漁具等の変更 

(3) 改善計画の変更を伴う変更 



別表３（第３条関係） 

３ 改良漁網導入経費補助事業 

１ 間接補助事業の 

内      容 

ズワイガニの資源管理を目的として、漁網を改良する経費の一部を助成

する。 

２ 事 業 実 施 主 体 沖合底びき網漁業者 

３ 事業の対象となる 

経      費 

ズワイガニの資源管理を目的とした漁網を改良する経費から、消費税及

び地方消費税を差し引いた額。 

 

内   容 補助対象経費上限額 

漁網の改良経費。ただし、ズワイ

ガニの資源管理を目的とした改良

に限る。１回の申請につき、２枚

の改良分まで申請できる。 

１枚につき３００千円 

 

＊別表２の事業と組み合わせて利用できるものとする。 

＊利用限度回数は、別表２の事業とは別に２回までとする。 

＊県内事業者が施工を行ったものに限る。ただし、やむを得ない事情で

県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りでは

ない。） 

４ 間 接 補 助 率 １／２ 

５ 間 接 交 付 主 体 市町村 

６ 補 助 率 １／３ 

７ 重 要 な 変 更 間接補助対象経費の増額に係るもの 



様式第１号（第４条、第１３条関係） 

 

鳥取県沖合底びき網漁業生産体制存続事業計画（報告）及び収支予算（精算）書 

 

第１ 事業の目的 

 

第２ 事業計画（又は事業実績） 

（単位：千円） 

事業実施

主 体 名 

漁  船 

使用者名 

漁 船 の 概 要 

(漁船名・漁船

の規模・能力) 

リース 

期間 

事業費 

（ﾘｰｽ料のうち

付加料部分） 

補助対象

経費(算定

基準額) 

負  担  区  分 

備考 
国 県 市町村 その他 

           

合     計        

 

第３ 事業完了予定（又は完了）年月日 

 

第４ 収支予算（又は決算） 

（１） 収入の部 

（単位：円） 

区  分 
本 年 度 予 算 額 

（又は本年度決算額） 

前 年 度 予 算 額 

（又は本年度予算額） 

比 較 増 減 
備  考 

増 減 

国補助金      

県補助金      

市 町 村      

そ の 他      

合  計      
 
（２） 支出の部 

（単位：円） 

区  分 
本 年 度 予 算 額 

（又は本年度決算額） 

前 年 度 予 算 額 

（又は本年度予算額） 

比 較 増 減 
備  考 

増 減 

沖合底びき網

漁業生産体制

存続事業 

     

合  計      

 

第５ 添付書類 

（１） 市町村の補助金の交付に関する規定又は要綱 

（２） リース漁船の仕様書及びリース契約書の写し（リース初年度のみ） 

（３） 漁業協同組合から国へ提出されたリース助成申請書及び国から漁業協同組合へ送付された助成

決定通知の写し（リース初年度のみ） 

（４） 国から漁業協同組合へ送付されたリース料助成月額決定通知の写し（毎年度写しを添付） 

（５） 漁業協同組合から国へ提出された当該年度上半期分リース料助成金交付申請書の写し 

（６） 漁業協同組合から国へ提出された当該年度下半期分リース料助成金交付申請書の写し 

（７） 漁業協同組合から市町村へ提出された交付申請書（実績報告書）の写し 

（注） 交付申請書には（１）から（５）の書類及び（７）の交付申請書の写しを添付し、実績報告書

には、（６）及び（７）の実績報告書の写しを添付する。） 



様式第２号（第４条、第１３条関係） 

 

 

鳥取県沖合底びき網漁業生産体制存続事業計画（報告）及び収支予算（精算）書 

 

 

第１ 申請者の状況 

（１）事業実施主体名（生年月日） （年   月   日） 

（２）漁業経営改善計画の認定日 年   月   日 

（３）使用している漁船名と漁船登録番号  

（４）過去３年間の出漁日数の平均 平均         日 

（注）「漁業経営改善計画」とは、「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和 51 年法律

第 43号）」に基づき、漁業者が作成する経営改善計画 

 

 

第２ 事業の目的 

 

 

 

第３ 事業の内容（漁業経営改善計画の内容と変わっている場合は理由も記入すること。） 

 

 

 

第４ 事業に要する経費の配分 

（単位：円） 

事 業 項 目 購入機器・漁具名等 

補助対象経費 

（算定基準額） 

(A)＋(B)＋(C) 

負 担 区 分 

県 

(A) 

市町村 

(B) 

その他 

(C) 

（１）漁業用省エネ 

機関の購入経費 

     

（２）漁船用機器の 

購入経費 

     

（３）漁具等の購入 

経費 

     

 

 

 

第５ 事業完了予定（又は完了）年月日 

 

 

 

 



第６ 収支予算（又は決算） 

 

（１） 収入の部 

（単位：円） 

区  分 
本 年 度 予 算 額 

（又は本年度決算額） 

前 年 度 予 算 額 

（又は本年度予算額） 

比 較 増 減 
備  考 

増 減 

県補助金      

市 町 村      

そ の 他      

合  計      

 

（２） 支出の部 

（単位：円） 

事業種目 
本年度予算額 

（又は本年度決算額） 

前年度予算額 

（又は本年度予算額） 

比 較 増 

減 備考 

増 減 

（１）漁船用省ｴﾈ機

関の購入経費 

     

（２）漁船用機器の

購入経費 

     

（３）漁具等の購入

経費 

     

合  計      

 
 

第７ 添付書類 

（１）市町村の補助金の交付に関する規定又は要綱 

（２）間接補助事業者から提出された次の書類。 

①漁業経営改善計画の認定通知の写し 

②別紙様式第４号（出漁日数証明書） 

③購入する機器又は漁具の仕様書及び見積書（消費税、下取り価格がわかるもの。） 

④購入した機器又は漁具の領収書等支払いを証明する書類 

（注）事業計画書には①から③の書類を添付し、事業報告書には④を添付すること。 

 

第８ 県内事業者への発注が困難である場合の理由 

※ 県内事業者への発注が困難であることがあらかじめわかっている場合は、理由を記載すること。 



様式第３号（第４条、第１３条関係） 

 

 

鳥取県沖合底びき網漁業生産体制存続事業計画（報告）及び収支予算（精算）書 

 

 

第１ 申請者の状況 

（１）事業実施主体名  

（２）使用している漁船名と漁船登録番号  

 

 

第２ 事業の目的 

 

 

 

第３ 事業の内容 

 

 

 

第４ 事業に要する経費の配分 

（単位：円） 

事 業 項 目 
改良する漁網

の枚数 
事業費 

補助対象経費 

(算定基準額) 

(A)＋(B)＋(C) 

負 担 区 分 

県 

(A) 

市町村 

(B) 

その他 

(C) 

漁網の改良経費 枚 

     

 

 

 

第５ 事業完了予定（又は完了）年月日 

 

 

 

 

 

 



第６ 収支予算（又は決算） 

 

（３） 収入の部 

（単位：円） 

区  分 
本 年 度 予 算 額 

（又は本年度決算額） 

前 年 度 予 算 額 

（又は本年度予算額） 

比 較 増 減 
備  考 

増 減 

県補助金      

市 町 村      

そ の 他      

合  計      

 

（４） 支出の部 

（単位：円） 

事業種目 
本年度予算額 

（又は本年度決算額） 

前年度予算額 

（又は本年度予算額） 

比 較 増 

減 備考 

増 減 

漁網の改良経費      

合  計      

 
 

第７ 添付書類 

（１）市町村の補助金の交付に関する規定又は要綱 

（２）間接補助事業者から提出された次の書類。 

①漁網を改良する経費の見積書（消費税がわかるもの。） 

②漁網を改良した経費の領収書等支払いを証明する書類 

③漁網を改良したことがわかる写真 

（注）事業計画書には①の書類を添付し、事業報告書には②及び③を添付すること。 

 

 

第８ 県内事業者への発注が困難である場合の理由 

※ 県内事業者への発注が困難であることがあらかじめわかっている場合は、理由を記載すること。 



様式第４号 

 

年 月 日 

 

 

出 漁 日 数 証 明 書 

 

 

 

○○○漁業協同組合 代表理事組合長  氏  名  様 

 

 

鳥取県沖合底びき網漁業生産体制存続事業費補助金の申請をしたいので、証明願います。 

 

 

 

申請者 住 所    

氏 名             印 

（法人経営体にあっては代表者氏名） 

 

 

記 

 

 

１ 申請者の使用している漁船名及び漁船登録番号 

 

漁 船 名  

漁 船 登 録 番 号  

 

 

２ 過去３年間の出漁日数 

 

過去３年間の出漁日数の平均 平均      日 

  １年前（   年  月～  月まで） 日 

  ２年前（   年  月～  月まで） 日 

  ３年前（   年  月～  月まで） 日 

 

 

上記のとおり相異ないことを証明する。 

 

    年  月  日 

 

   

○○○漁業協同組合 代表理事組合長 氏  名    印 

 



様式第５号（第５条関係） 

 

番   号 

年 月 日 

                             

市町村長  氏  名    様 

                                              

 

     鳥取県知事  氏  名     （印） 

 

鳥取県沖合底びき網漁業生産体制存続事業費補助金交付決定通知書 

 

 年  月  日付  第  号の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった沖合底びき網

漁業生産体制存続事業費補助金交付要綱（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交

付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記

のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

（担当 連絡先：） 

 

記 

 

 

１ 間接補助事業 

本補助金の間接補助事業の内容は、申請書に記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、間接補助事業の内容が変

更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

（１）算定基準額   金           円 

（２）交付決定額   金           円 

 

３ 経費の配分 

本補助金の間接補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に

記載されているとおりとする。ただし、間接補助事業の内容が変更された場合においては、別に通

知するところによる。 

 

４ 交付額の確定 

本補助金の額の確定は、間接補助対象経費の実績額について、鳥取県沖合底びき網漁業生産体制

存続事業費補助金交付要綱（平成２３年３月１１日付第 201100000192 号鳥取県農林水産部長通知。

以下「要綱」という。）第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額

（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、間接補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなけ

ればならない。 

 



様式第６号（第１１条関係） 

 

番   号 

年 月 日 

                             

鳥取県知事  氏  名    様 

 

                                              

 

 

 

                        市町村長  氏  名    （印） 

 

 

年度鳥取県沖合底びき網漁業生産体制存続事業実施状況報告 

 

 

 年  月  日付  第  号で補助金の交付の決定通知があった鳥取県沖合底びき網漁業生産体

制存続事業について、鳥取県沖合底びき網漁業生産体制存続事業費補助金交付要綱（平成２３年３月

１１日付第 201100000192 号鳥取県農林水産部長通知）第１１条の規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。 

 

 

 

記 

 

 

区  分 

年 間  

事 業 費 

（ﾘｰｽ料のうち

付加料部分） 

ａ 

補助対象経費 

(算定基準額) 

 

 

ｂ 

月 末 現 在 

（ｂの経費に係る

事業実施額） 

 

ｃ 

実 施 率 

 

 

 

ｃ／ｂ 

備  考 

 

 

 

 

 円 円 円 ％  

合  計      

 

 

＜添付書類＞ 

・ 漁業協同組合から市町村へ提出された実施状況報告書の写し 



様式第７号（第１２条関係） 

 

番   号 

年 月 日 

                             

鳥取県知事  氏  名   様 

 

                                              

 

 

 

                        市町村長  氏  名    （印） 

 

 

鳥取県沖合底びき網漁業生産体制存続事業にかかる国庫助成の中止について（報告） 

 

 

 このことについて、別添写しのとおり国庫助成の中止が決定されたので、鳥取県沖合底びき網漁業

生産体制存続事業費補助金交付要綱（平成２３年３月１１日付第 201100000192 号鳥取県農林水産部長

通知）第１２条の規定に基づき報告します。 

 

 

 

＜添付書類＞ 

・ 国から漁業協同組合への助成中止決定通知の写し 

・ 漁業協同組合から市町村への国庫助成中止の報告の写し 

 


